
　　　

　　　 　

    

    

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

 

 

　

２．宇陀市の各会計と指標の対象範囲

健全化判断比率等の対象となる宇陀市の会計

【財政健全化法の４＋１指標】

　　

うち公営
企業会計

5公営企業(水
道・市立病院・
さんとぴあ・美
榛苑・下水道）
を指します。

一部事務組合（奈良県広域消防組
合・宇陀衛生一部事務組合・東宇陀環

境衛生組合など）

広域連合（桜井宇陀広域連合など）

(宇陀市には、１１事
業の特別会計があり
ます。)

特別会計

公
営
企
業
の

連
結
実
質
赤
字
比
率

実
質
公
債
費
比
率

(上記を除く８会
計で、左欄の５
会計と国民健康
保険・介護保
険・後期高齢者
医療の３事業会
計を指しま
す。）

普通会計
(一般会計＋住宅
三資金会計＋霊
苑会計）の３会
計を通算したも
のを指します。

実
質
赤
字
比
率

宇陀市一般会計

※各公営企業会計
ごとに算定

公営事業会計

　

資
金
不
足
比
率

宇陀市土地開発公社

将
来
負
担
比
率

宇陀市の令和４年度の財政健全化判断比率についてお知らせします。

　

法律と制度の詳しい内容は、後述「６.地方公共団体の財政の健全化に関する法律の概要」をご覧下さい。

令和５年９月４日
宇陀市総務部財政課

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、財政健全化判断比率を用いて

　財政健全化判断比率とは、各地方公共団体が住民に向けて財政状況を公表するために設

定された全国統一の指標で、本日開会された宇陀市議会への報告も同法で義務付けられて

宇陀市の財政状況を市民の皆様にお知らせします。

１．財政健全化判断比率とは？

おり、指標の内容によっては財政上の制約や健全化計画を策定、実行する必要があります。



　

　　　

　

標準財政規模＝

早期健全化基準（イエローカード）

普通会計の実質収支赤字額

宇陀市の場合、「一般会計」「住宅新築資金等特別会計」「霊苑事業特別会計」の３会
計を通算したもの。

　

地方自治体の標準的な状態で通常収入されると見込まれる経常的一般財源の規模
を示すもの。（標準税収入＋各譲与税＋普通交付税＋臨時財政対策債）

1

指標 宇陀市に
適用される

基準

国の
基準範囲

２

▲11.25％～
▲15.00％

―　

＋4.20％
（黒字）

同左

―　

▲20.0％

▲18.17％
▲16.25％～
▲20.00％

連結実質
赤字比率

標準財政規模
▲13.17％

標準財政規模

全会計の実質収支赤字額

保養センター事業

公営企業（公営企業とみなす特別会計を含む）

350.0％

公営企業の
営業の規模

＋29.70％
（黒字）

実質
赤字比率

25.0％

標準財政規模

水道事業

なし同左

普通会計が負担すべき将来の債
務（全会計・一部事務組合の負
担義務のある残債、土地開発公
社の債務保証、負担義務のある

職員の退職金など）

下水道事業

普通会計の公債費（元利償還
費）＋特別会計・公営企業・一
部事務組合へ繰り出す公債費

標準財政規模

84.2％

同左 11.0％

介護老人保健施設

指標の概要

▲20.0%
資金不足

比率

№

※

３．令和４年度決算に基づく宇陀市の財政健全化判断比率の結果

　各指標の「早期健全化基準」「財政再生基準」については、いずれの数値についても、よ
り小さい方が財政的に良好であると言えます。ただし、「実質赤字比率」「連結実質赤字比
率」については「▲(赤字）」よりも「黒字」が最良であり、公営企業については「資金不
足」が生じていないことが最良です。

　【この指標の見方】

財政再生基
準(レッド
カード）

宇陀市の
Ｒ4決算の

数値

公営企業等
の内部留保
資金（流動
資産）の不
足額

―　

÷

―　

４
将来負担

比率

普通会計＝

実質公債費
比率

３

のR2～R4の3ヵ年平均

５

35.0％

▲30.0％

―　市立病院事業



　　
　

　　　

＝
　　一般会計＋351,236千円　　　住宅資金会計▲315,070千円　　　　霊苑会計＋28,764千円　　　　歯科診寮所＋7,383千円　　　土地取得事業会計＋１千円　　（通算＋72,314千円）

　 　

　

　
　

　

　
　

　 　

Ｒ 2＝11.11154％

Ｒ 3＝11.20314％ ⇒
Ｒ 4＝10.79713％

下水道　　　  ＋53,246千円

　

公債費充当
一般財源
2,464,852

千円

国保会計
介護会計

後期高齢者会計
＋272,723千円

満期一括償還
相当分943千円

（分母は上段のまま）

　　

普通交付税において地
方債の元利償還に要す
る経費として基準財政
需要額に算入される額

2,086,583千円

(2)

実質
公債費比率

＋

＝ ＝(1)実質赤字比率

　

＋

8,998,876千円

11.0％

＝

　
11,085,459千円 （＋4.20％）

　

(3)

公営企業に要
する経費の財
源とする地方
債の償還に充
てた繰出金
543,646千円

＝

標準財政規模
11,085,459千円

普通交付税において地方債の元利償還
に要する経費として基準財政需要額に

算入される額　2,086,583千円

＋

連結
実質赤字比率

普通会計
＋465,604

千円

一般会計　＋712,250千円

10.79713％
（Ｒ4）

11,085,459千円

霊苑会計　　　＋393千円

（公営企業の資金不足・剰余額）
＋2,554,580千円

3,292,907千円

11,085,459千円（標準財政規模）

－

４．宇陀市の財政健全化判断比率の積算根拠となったＲ４決算数値

３会計の合計
＋465,604千円

（実質収支）

美榛苑 　　　　　　  0千円

3ヵ年平均

さんとぴあ  　＋11,188千円＋

＝

市立病院　 ＋1,528,690千円

上水道　  　 ＋961,456千円

一部事務組合
等の起こした
地方債に充て
たと認められ
る補助金又は

負担金
　48,762千円

（＋29.70％）

＋

＝

標準財政規模

住宅資金会計▲247,039千円

（実質収支）

971,620千円

＝

普通会計の
実質収支赤字額

＝

－



　

　
　

　

　
　　　

　

　

（分母は上段のまま）

　　　
　　　

　　(5)

　

％

％

％

％

％

0

保養センター事業

流動負債（Ｃ）

普通交付税において地方債の元利償還
に要する経費として基準財政需要額に

算入される額　2,086,583千円

上水道事業

84.2％

流動資産（Ｂ）

－

9,096

解消可能資金
不足額（Ｄ）

47,536

＝

＋

1,980,061

111,180

市立病院事業

営業の規模（Ａ）

299,690

－

基準財政需要
額算入見込額
19,325,481

千円

38,440

公営企業の資金不足比率

7,580,797千円
＝

（分母は上段のまま）

土地開発公
社の負債負
担見込み額

0千円

8,998,876千円

充当できる
特定の歳入

44,392
千円

－

一部事務組合
等への負担
見込み額

239,815千円

公営企業債等
の繰り出し
見込み額

4,625,012千
円

充当できる
基金

4,292,860
千円

－

＋＋

職員の退職手
当負担見込額
3,439,244

千円

(4) 将来負担比率 ＝
　

標準財政規模
11,085,459千円

普通会計の
地方債残高
22,939,459

千円

債務負担行為
に基づく

支出予定額
0千円

＋

＋

（Ｂ）－（Ｃ）＋（Ｄ） ※１

1,370,481

85,882

574,760

「資金不足比率」欄の「（＋）％」
という表示は、資金不足が生じてい
ないことを表しています。

資金不足比率

32,636

409,025

0

99,992348,512

上水道事業

介護老人保健施設

下水道事業

0

0

市立病院事業

（Ａ）

217,609

(＋）51.9

保養センター事業

介護老人保健施設

2,943,667

(＋）3.2

(＋）24.4

0.0

(＋）167.2

（Ｄ）欄の「解消可能資金不足額」
は、資金不足（又は赤字収支）でな
い場合は算出しません。

※２

451,371

下水道事業



　　　  

　

　　

　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　　

　　

　　

　　

　　　

　

　　

　　

　　

　　

　地方公共団体は、毎年度、次の健全化判断比率を監査委員の審査に付した上で、議会に報告

①財政健全化計画

③実質公債費比率

②連結実質赤字比率（全会計の実質赤字等の標準財政規模に対する比率）

　　財政健全化判断比率のうちの実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率（以下「

　を定めなければならない。

②財政健全化計画の策定手続等

　　財政健全化判断比率のうちのいずれかが早期健全化基準以上の場合には、財政健全化計画

(2)財政の早期健全化

　

(3)財政の再生

　ときは、総務大臣又は都道府県知事は、必要な勧告を行う。

①財政再生計画

　　財政健全化計画は、議会の議決を経て定め、速やかに住民に公表するとともに、総務大臣

④将来負担比率（公営企業、出資法人等を含めた普通会計の実質的負債の標準財政規模に

(1)健全化判断比率の公表

　・都道府県知事へ報告する。

 又、毎年度、計画の実施状況を議会に報告し、住民に公表する。

　　財政健全化計画の実施状況を踏まえ、財政の早期健全化が著しく困難であると認められる

　財政再生判断比率」という。）が財政再生基準以上の場合には、財政再生計画を定めなけれ

③国等の勧告など

　ばならない。

　(1)令和４年度決算数値に基づく宇陀市の財政健全化比率の結果は次の通りです。

　　③実質公債費比率＝健全化基準をクリアしました。（対前年度比１．７ポイント改善しました）

　　①実質赤字比率＝黒字でした。（黒字額は、対前年度比０．８１ポイント改善しました）

５．宇陀市の財政健全化比率の結果

　　②連結実質赤字比率＝黒字でした。（黒字額は、対前年度比４．４９ポイント改善しました）

　　⑤公営企業等(５会計）は資金不足は生じていません。

６．地方公共団体の財政の健全化に関する法律の概要(抜粋）

　　④将来負担比率＝健全化基準をクリアしました。（対前年度比１．９ポイント改善しました）

　対する比率）

し、住民に公表しなければならない。

①実質赤字比率

 



　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　　

　

　　

　　

　　

　　

　　　

　

　　

　　

  イ．財政再生団体の財政の運営が計画に適合しないと認められる場合等においては、総務大

　ロ．再生振替特例債の資金に対する配慮等、財政再生計画の円滑な実施について、国及び他

　　の地方公共団体は適切な配慮を行う。

　公営企業を経営する地方公共団体は、毎年度、公営企業ごとに資金不足比率を監査委員の審

    財政再生計画に同意を得た財政再生団体は、収支不足額を振り替えるため、地方財政法第

④地方財政法第５条（地方債の制限）の特例

③地方債の起債の制限

　　財政再生判断比率のうちのいずれかが財政再生基準以上である地方公共団体は、財政再生

　計画に総務大臣の同意を得ている場合でなければ、災害復旧事業等を除き地方債の起債がで

(5)外部監査

　である地方債（再生振替特例債）を起こすことができる。

　

⑤国の勧告、配慮等

②財政再生計画の策定手続、国の同意等

査に付した上で議会に報告し、公表する。

　これが経営健全化基準以上となった場合には、経営健全化計画を定めなければならない。

　　臣は、予算の変更等必要な措置を勧告することができる。

以　上

場合等には、個別外部監査契約に基づく監査を求めなければならない。

　地方公共団体の長は、財政健全化判断比率のうちのいずれかが早期健全化基準以上となった

　又、(2)の②、③の規定、及び(5)の規定を準用する。

(4)公営企業の経営の健全化

　きない。

　５条の規定にかかわらず、総務大臣の許可を受けて、償還年限が財政再生計画の計画期間内

　イ．財政再生計画は、議会の議決を経て定め、速やかに住民に公表する。　

　ロ．財政再生計画は、総務大臣に協議し、その同意を求めること。　

　ハ．財政再生計画を定めている地方公共団体（財政再生団体）は、毎年度、その実施状況を　

　　議会に報告し、公表する。　


